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◆2月3日に開催の財務会計基準機構の基準諮問会議で
は、単体の財務諸表の取扱いが議論の1つにのぼってい
る。委員からは、策定プロセスについて説明を求める声な
どがあった。◆企業会計基準委員会側は単体についてはコ
ンバージェンスから切り離し、「単体財務諸表に関する検

討会議」で検討を行うとするが、最終的には同委員会が判断する方
針を語った。◆国際会計基準とのコンバージェンスを行うにあたっ
ての最大の障壁が税制や会社法などの関連法制との関係だ。企業会
計基準委員会では一定の配慮を行いつつ、検討を進めていくとして
いるが、今後、難しい舵取りを迫られることもありそうだ。（MIN）
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所在地国基準

売買単位の集約に向けた行動計画

「仮認定」制度

41
ページ

12
ページ

今週の専門用語

　外国子会社合算税制に係る適用除外基準の1つ。特定外国子会社等の主たる事
業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業等7業種以外の事業の場合、その
事業を主として本店または主たる事務所の所在する国または地域で行っており、
事業基準、実体基準、管理支配基準のすべてを満たしていれば、外国子会社合算
税制は適用されない（資産性所得を有する場合は部分適用あり）。統括会社の所
在地国基準に係る適用除外判定については、「統括業務」で行うことになる。

　全国証券取引所が平成19年11月27日、上場内国会社の普通株式の売買単
位（単元株式数）を100株に統一することを最終目標とし、意義・進め方等を
掲げ公表したのが「売買単位の集約に向けた行動計画」である。4つの段階を設
けて取組みを進めるものとし、株券電子化に伴う中断期間後、24年4月までを
100株と1,000株への移行期間「第二段階」と仮に設定。その終期、最終的な
100株への移行期間「第三段階」の時期は今後状況を勘案しながら決定される。

　認定NPO法人制度の見直しの一環として、NPO法人の設立初期の活動を支援
するための制度として「仮認定」制度の導入が検討されている。具体的には、①
設立後5年以内のNPO法人は、1回に限り、PST要件以外の認定要件を満たす
場合に「仮認定」を受けることができる、②有効期間は3年とする、③認定（仮
認定も含む）の取消しを受けたNPO法人の役員・社員であった者が関与する別
のNPO法人については、その取消しのあった日から5年間は仮認定を認めない。
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